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   白浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

平成２９年３月１４日 

白浜町要綱第８号 

改正 平成３０年７月３１日白浜町要綱第２６号 

令和元年９月２７日白浜町要綱第３６号 

令和６年３月２８日白浜町要綱第３１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」と

いう。）の実施について、法、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「

政令」という。）、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」

という。）、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針（平成２

７年厚生労働省告示第１９６号。以下「実施指針」という。）の規定及び介護予防・日

常生活支援総合事業のガイドラインについて（平成２７年６月５日老発０６０５第５号

厚生労働省老健局長通知）（以下「ガイドライン」という。）並びに地域支援事業の実

施について（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知。以

下「厚労省局長通知」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする

。 

 （事業の目的） 

第２条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参

画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、

省令第１４０条の６２の４に規定する者（以下「居宅要支援被保険者等」という。）に

対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱で使用する用語は、法、政令、省令、ガイドライン、厚労省局長通知で

使用する用語の例による。 

 （事業内容） 

第４条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。 

 ⑴ 居宅要支援被保険者等に対し実施する次の介護予防・生活支援サービス事業 

ア 省令第１４０条の６３の６第１号イに規定する基準により実施するサービス（旧

介護予防訪問介護に相当するサービス。以下「予防相当訪問型サービス」とい

う。） 

イ 省令第１４０条の６３の６第１号イの規定に基づき、旧指定介護予防サービス等

基準に規定する旧介護予防通所介護若しくは指定介護予防支援等基準に規定する介

護予防支援に係る基準の例により、実施する通所型サービス事業（以下「予防相当

通所型サービス」という。） 

  ウ 省令第１４０条の６３の６第２号の規定に基づき、町長が別に定める基準によ
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り、町又は町が委託した事業所等の保健師、理学療法士、作業療法士、栄養士等

が実施する３か月間から６か月間までの短期間で行う短期集中通所型サービス事

業 

エ 法第１１５条の４５第１項第１号ニの規定に基づき、介護予防を目的として、省

令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況

に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活

支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を

行う事業（以下「第一号介護予防支援事業」という。）として省令第１４０条の

６３の６第１号の規定に基づき、旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介

護予防通所介護若しくは指定介護予防支援等基準に規定する介護予防支援に係る

基準の例により、実施する介護予防支援事業（以下「介護予防ケアマネジメン

ト」という。） 

  オ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業 

 ⑵ 第１号被保険者の全ての方及びその支援のための活動に関わる方等を対象に実施す

る次の一般介護予防事業 

 ア 介護予防把握事業 

 イ 介護予防普及啓発事業 

 ウ 地域介護予防活動支援事業 

 エ 一般介護予防事業評価事業 

 オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

 （事業の実施方法） 

第５条 前条の規定にかかわらず、町長は、介護予防・生活支援サービス事業のうち前条

第１項第１号アに規定する予防相当訪問型サービス並びにイに規定する予防相当通所型

サービスについては、法第１１５条の４５の３第１項の規定に基づき、田辺市長が指定

する者に行わせるものとする。 

２ 町長は、前項に規定する事業以外の事業について法第１１５条の４７第４項の規定に

基づき、省令第１４０条の６９に定める基準に適合し、良好な業務遂行能力を有すると

認められる者（居宅要支援被保険者等に対して行う介護予防ケアマネジメントにあって

は、同条第１項で定める者）に対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託するこ

とができる。 

 （事業者の指定） 

第６条 前条第１項の事業者の指定に関し、必要な事項は、田辺市長が別に定める。 

 （指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額） 

第７条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、

町長が別に定める区分及びサービスの種類ごとに、別に定める単位数に１０円を乗じて

算定するものとする。 

 （対象者） 

第８条 第４条第１項第１号に規定する介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、居

宅要支援被保険者等とする。 
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２ 一般介護予防事業の対象者は、法第９条第１号に規定する介護保険の第１号被保険者

及びその支援のための活動に関わる者とする。 

 （基本チェックリストの実施等） 

第９条 町長は、第４条第１項第１号に規定する介護予防・生活支援サービス事業を受け

ようとする者に対して、省令第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣

が定める基準を定める件（平成２７年厚生労働省告示第１９７号。以下「基本チェック

リスト」という。）に定める基本チェックリストを実施し、同告示様式第２に掲げるい

ずれかの基準（以下「基準」という。）に該当するか否かについて判定するものとす

る。 

２ 前項の基本チェックリストにより、当該基準に該当した者（省令第１４０条の６２の

４第２項に規定する者。以下「事業対象者」という。）が、介護予防ケアマネジメント

を受けようとする場合は、介護予防サービス・支援計画作成依頼（変更）届出書によ

り、町長に届出なければならない。 

３ 前項の届出は、事業対象者に代わって、当該者に対して第１号介護予防支援事業又は

介護予防サービス・支援計画の作成を行う地域包括支援センター等が行うことができ

る。 

４ 町長は、前項の届出を行った者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者であ

る旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを送付するものと

する。 

 （事業対象者である旨の証明） 

第１０条 町長は、前条第２項の規定により届出書の提出があったときは、当該事業対象

者を受給者台帳に登録し、被保険者証に必要事項を記載するものとする。 

 （事業対象者としての期間の終了） 

第１１条 町長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該事業対象者

の被保険者証から前条に掲げる事項を削除し、これを送付するものとする。 

 ⑴ 要介護又は要支援認定されたとき。 

 ⑵ 本人から第４条第１号の事業を利用しない旨の申出があったとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、事業対象者に該当しない事由が発生したとき。 

 （支給限度額） 

第１２条 居宅要支援被保険者等は、法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス及

び第５条第１項に規定する指定第１号事業（第４条第１項第１号ウに規定する第１号介

護予防支援サービスを除く。）の利用により算定される費用の合計が、次に掲げる区分

に応じた支給限度額に至るまでサービスを受けることができる。 

 ⑴ 事業対象者  ５０，３２０円 

 ⑵ 要支援１   ５０，３２０円 

 ⑶ 要支援２  １０５，３１０円 

２ 前項の規定に係わらず、事業対象者が退院直後等により、自立支援のために短期的に

集中したサービス利用が必要であると町長が判断した場合については、事業対象者の支

給限度額を前項第３号に掲げる支給限度額相当とすることができる。 
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 （費用負担） 

第１３条 指定第１号事業が実施するサービスに係る利用者負担額は、町長が別に定める

単位に１０円を乗じた費用の１００分の１０（法第５９条の２第１項の規定が適用され

る場合にあっては１００分の２０、同条第２項の規定が適用される場合にあっては１０

０分の３０）に相当する額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、短期集中通所型サービス及び第一号介護予防支援事業に係

る利用者負担額は無料とする。 

３ 前２項以外の事業に係る利用者負担額は、町長が別に定める。 

 （指定事業者が行う事業に関する基準） 

第１４条 訪問介護員等によるサービスは、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令

（平成２７年厚生労働省令第４号）附則第２条第３号又は第４条第３号の規定により、

なおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下、この項及び次項において「旧指定介護

予防サービス等基準」という。）に定める基準のうち、旧介護予防訪問介護に係る基準

に従って行わなければならない。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第

３７条第２項中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

２ 通所介護事業者の従業者によるサービスは、旧指定介護予防サービス等基準に定める

基準のうち、旧介護予防通所介護に係る基準に従って行わなければならない。この場合

において、旧指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項中「２年間」とあるのは、

「５年間」とする。 

 （本町の区域外の事業所に係る特例） 

第１５条 第６条、第７条及び前条の規定にかかわらず、本町の区域外にある事業所（町

長が行った指定事業者の指定に係るものに限る。）において指定事業者が行う事業に要

する費用の額、当該指定事業者が行う事業に係る第１号事業支給費の額及び当該指定事

業者が行う事業に関する基準は、当該事業所の所在する市町村（特別区を含む。）の長

が定めるところによるものとする。 

 （事業対象者に対し実施する事業の支給費に係る支給限度額） 

第１６条 事業対象者に対し実施する指定第１号事業の支給費の支給限度額は、第１２条

で規定する区分支給限度基準額の１００分の９０に相当する額を超えることができな

い。 

２ 法第５９条の２第１項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に

係る第１号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「１００

分の９０」を「１００分の８０」とする。 

３ 法第５９条の２第２項に規定する同条第１項に規定する政令で定める額を超える政令

で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第１号事業支給費について第１項の

規定を適用する場合においては、同条第１項中「１００分の９０」を「１００分の７

０」とする。 

 （高額介護予防サービス費等相当事業） 
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第１７条 居宅要支援被保険者等が第１２条に規定する利用者負担額が著しく高額である

ときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第６１条に規定する高額介護予防サービ

ス費に相当する費用（以下「高額介護予防サービス費等相当事業支給費」という。）を

支給する。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業支給費は、同一の世帯に属する要介護被保険者及

び居宅要支援被保険者等が同一の月に受けた介護サービス、介護予防サービス及び指定

第１号事業利用者負担額の合計額（高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費が

支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額。以下「高額介護予防サービ

ス費等相当事業利用者負担世帯合算額」という。）が、政令第２９条の２の２第２項か

ら第９項までの例による被保険者の区分に応じた額（以下「高額介護予防サービス費等

相当事業算定基準額」という。）を超える場合に、当該月に指定第１号事業を受けた居

宅要支援被保険者等に支給するものとする。 

３ 高額介護予防サービス費等相当事業支給費の額は、高額介護予防サービス費等相当事

業利用者負担世帯合算額から、高額介護予防サービス費等相当事業算定基準額を控除し

て得た額に、第１号事業被保険者按分率（当該居宅要支援被保険者等が当該月に受けた

指定第１号事業に係る利用者負担額（以下「指定第１号事業利用者負担額」という。）

を同一の世帯における指定第１号事業利用者負担額の合計額で除して得た率をいう。）

を乗じて得た額とする。 

４ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政令第２９条の２の２の例による。 

５ 第１項の規定に係わらず、法第６６条第１項、第６７条第１項、第６８条第１項、第

６９条第１項のいずれかの要件に該当する場合は、高額介護予防サービス費等相当事業

支給費を支給しない。 

 （高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給費） 

第１８条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第１号事業の利用者負担額（前条第１項の

高額介護予防サービス費等相当事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を

控除して得た額）及び当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険法第１１５条第１項に

規定する一部負担金等の額（同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給

額に相当する額を控除して得た額）、その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号）に規定するこれに相当する額として政令第２２

条の３第１項で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険

者等に対し、法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費

用（以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給費」という。）を支給するこ

とができる。 

２ 前項の高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給費の算定対象となる事業は、指

定第１号事業とする。 

３ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給費は、政令第２２条の３第２項に規定

する医療合算利用者負担世帯合算額（高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介

護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額）及び当

該計算期間（政令第２２条の３第２項第１号に規定する期間をいう。）における指定第
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１号事業利用者負担額（高額介護予防サービス費等相当事業支給費が支給される場合に

あっては、当該支給額を控除して得た額）を合算した額（以下「医療合算第１号事業利

用者負担世帯合算額」という。）から、政令第２２条の３第６項に規定する医療合算算

定基準額に、平成２０年厚生労働省告示第２２５号に定める支給基準額を加えた額を超

える場合に、指定第１号事業を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。た

だし、政令第２２条の３第１号から第６号までに掲げる額を合算した額又は第７号に掲

げる額が零であるときは、この限りでない。 

４ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給費の算定方法は、政令第２２条の３第

２項から第７項までの例によるものとする。 

５ 第１７条第５項の規定は、高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給費について

準用する。 

 （保険料滞納者に係る支払方法の変更） 

第１９条 町長は、保険料を滞納している事業対象者が、当該保険料の納付期限から１年

が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につ

き省令第３０条に規定する特別の事情（以下、この条及び次条において「特別の事情」

という。）があると認める場合を除き、法第１１５条の４５の３第３項の規定を適用し

ないことができる。 

 （保険給付の支払の一時差止） 

第２０条 町長は、総合事業による給付を受けることができる事業対象者が、保険料を滞

納しており、かつ、当該保険料の納付期限から１年６ヶ月が経過するまでの間に当該保

険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第１１５

条の４５の３第１項に規定する第１号事業支給費の全部又は一部の支払を差し止めるこ

とができる。 

 （給付制限） 

第２１条 町長は、事業対象者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第６９条

の例により、第１号事業支給費の給付を制限することができる。 

２ 町長は、総合事業による給付を受けることができる事業対象者が、法第６９条第１項

に規定する給付額減額等の記載を受けている場合において、当該記載を受けた日の属す

る月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者

による総合事業（第１号介護予防支援事業を除く。）に係る第１号事業支給費につい

て、第１５条の規定を適用するときは、同条第２項の規定にかかわらず、同条第１項中

「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

 （報告及び調査） 

第２２条 町長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保する

ため、必要に応じて、法第１１５条の４５の７の規定に基づき指定事業者に対する報告

の徴取、立入調査等を行うほか、委託契約に基づき受注者に対する事業の実施状況に関

する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うものとする。 

 （苦情処理） 

第２３条 町長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対
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応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 町長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならな

い。 

 （委任） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

    

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の白浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第１３条及

び第１６条の規定は、この要綱の施行の日以降に居宅要支援被保険者等が受けた指定

第１号事業に係る第１号事業支給費の支給について適用し、同日前に受けた居宅要支

援被保険者等が受けた指定第１号事業に係る第１号事業支給費の支給については、な

お従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の白浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第１２条の

規定は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定第１号事業に

係る第１号事業支給費の支給について適用し、同日前に受けた居宅要支援被保険者等

が受けた指定第1号事業に係る第１号事業支給費の支給については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 


